
 

平成 30年 2月 6日 

株式会社 bitFlyer 

 

当社における新規の仮想通貨取扱い等に関する 

重要非公開情報等の管理について 

 

 

当社は、新規の仮想通貨取扱いを含む仮想通貨の価格等に著しい影響を及ぼし得る非公開の

重要情報（以下、「重要非公開情報等」）について、社内規程に基づき、以下を含む厳格な

管理を行っております。 

 

・ 重要非公開情報等を取得する役職員の、取締役の承認手続による限定及びコンプライア

ンス部門による管理 

・ 社外及び社内を含む、承認手続を経た者以外に対する重要非公開情報等の伝達の禁止 

・ 重要非公開情報等の公表前及び公表後一定期間における、全役職員に対する重要非公開

情報等に基づく自己投資（インサイダー取引）の禁止 

・ 重要非公開情報等を使用した勧誘の禁止 

 

当社は、社内規程に関する研修を全役職員に対して定期的に実施しております。社内規程に

違反して役職員が重要非公開情報等の漏洩及びインサイダー取引を含む禁止行為を行った場

合には、懲戒解雇を含む厳しい措置を行うこととしております。また、重要非公開情報等に

関する当社の利益を違法に侵害する行為に対しては、必要な法的手段も検討してまいりま

す。 

 

なお、 一部において、当社の役職員から重要非公開情報等を得て取引を行ったように触れ回

る行為がなされているとの情報を得ております。上記のとおり、当社においては重要非公開

情報等について厳格な管理を行っておりますので、こうした風説に惑わされることのないよ

う十分にご注意いただくようお願いいたします。当社としても、悪質な行為については必要

に応じて関係当局とも相談のうえ、厳正に対処してまいります。 

 

今後とも皆様にご安心いただけるようなサービスの運営に努めます。 

引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 


